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対人逸脱行動の分類からみた職場不作法

─日本語版職場不作法尺度（J-WIS）の信頼性および妥当性の検討─

櫻　　井　　研　　司

要約
Abstract

The current study developed and examined psychometric properties of the Japanese workplace 
incivility scale. The study first conducted an exploratory factor analysis（N ＝ 415）, with seven items 
designed to measure workplace incivility and the items from three other interpersonal deviance 
scales commonly used in the literature: workplace violence, abusive supervision, and social 
undermining. Results indicated that the seven workplace incivility items defined a single factor well

（15.9% of the total variance）, and that this factor was not reliably associated with items from the 
other interpersonal deviance scales. The study also conducted confirmatory factor analyses based on 
the workplace incivility items. The results confirmed one-factor solution, indicating that the J-WIS is 
internally consistent and that the scale consistently measures a common factor. Finally, regression 
analyses indicated that experiences of workplace incivility are related to increased levels of 
psychological strain and coping effort, and lower levels of contextual job performance, controlling for 
demographic variables and the other forms of interpersonal deviance at work.

Ⅰ．本研究の背景と目的

近年，職場でストレスを抱える労働者が増えており，なかでも対人問題は大きな問題となっている．
例えば，9,900 人以上を対象とした厚生労働省のアンケート調査において，仕事に関する強い悩みやス
トレスを感じる労働者は６割近くに上ったが，対人問題はその一番の要因として挙げられていた（野地・
板東，2013）．また，2012 年に全国の労働相談署へ寄せられた相談のうち，職場のいじめや嫌がらせに
関する内容は最も多く，その数は過去最高の５万 1670 件であった（田中・吉谷，2013）．さらに，2012
年に労働災害と認定された精神障害 475 件のうち，121 件（25.5%）が職場の対人問題に起因していた（天
野・鈴木，2013）．これらの調査結果を踏まえれば，職場の対人問題は一部の人々に起こる稀なことで
はなく，多くの労働者が抱えている現代社会の問題であると考えられる．

経営学，心理学，公衆衛生学など様々な学術領域においても，職場のストレスに関する問題意識が近
年高まっているが，なかでも高い関心を集めている対人問題が「職場不作法」である．職場不作法

（workplace incivility）とは，加害者の攻撃意図が必ずしも明白ではないが，社交的規範に反した職場
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での非礼な対人逸脱行為である（Andersson & Pearson, 1999；田中，2007）．例えば，ある労働者が特
定の同僚に対して不適切な冗談や見下した言動を繰り返す，共同作業の貢献を認めない，重要な職務情
報を伝達しない（連絡飛ばし），などは職場不作法に該当する．このような比較的軽度な対人攻撃は，１）
上司の目につきにくい，２）法による規制がない，また３）暴力行為やセクハラと比べて加害者の罪悪
感が薄い，といった特徴を有するため高い頻度で起こる傾向がある（Burnes & Pope, 2007）．

職場不作法の問題は頻度の高さだけではない．職場不作法は，対人関係の増悪を招き，暴力など深刻
な職場の対人問題へ発展することもある（Andersson & Pearson, 1999）．また，チーム内で起こる職場
不作法が上司に報告されることは稀なものの，円滑なコミュニケーションを阻害し，チームの生産性を
低下させる（Lim, Cortina, & Magley, 2008）．また，職場不作法を頻繁に経験する労働者ほど，無断欠
勤や職務逃避行動が多く，抑うつ傾向も高い（Penney & Spector, 2005；櫻井・ジェックス・ギレスピー，
2011）．さらに最近の研究では，職場不作法が仕事に対するやる気を低下させるだけではなく，窃盗な
ど組織に対して行われる非生産組織行動を高めることが示されている（Sakurai & Jex, 2012）．以上の
ことから，職場不作法は労働者個人の問題にとどまらず，企業の健全な運営に対しても否定的な影響を
及ぼすと考えられる．

我が国においても職場の対人問題は大きな問題となっていることを冒頭で述べたが，職場不作法に関
する調査研究は筆者が知る限り存在しない．本調査の目的は，今後の職場不作法研究を展開していくた
めに，日本語版の職場不作法尺度を開発することである．本稿ではまず，職場不作法の概念を説明し，
職場の暴力行為や侮辱的管理など他のタイプの対人逸脱行為との相違点を説明する．次に，職場不作法
尺度の基準関連妥当性に関する仮説を説明する．

                [ ]                   

図１．組織内で起こる様々な対人逸脱行為の概念
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Appendix 
侮辱的管理，職場の暴力行為，社会的陰謀の尺度項目

侮辱的管理（Abusive Supervision; Tepper, 2000）

あなたの上司は，過去 1 年の間に以下の行為を意図してどのくらいの頻度で行いましたか ?

１．あなたを馬鹿にした態度をとる．
２．あなたの考えや気持ちをくだらないと言う．
３．あなたを無視する．
４．他人の前であなたをやり込める．
５．あなたのプライバシーを侵害する．
６．あなたの過去の誤りや失敗を蒸し返す．
７．多くの努力が必要な仕事なのに，功績を認めない．
８．自分のきまり悪さを隠すためにあなたを責める．
９．自分がした約束を破る．
10．他の理由で頭に来ているときに，あなたに怒りの鉾先を向ける．
11．他人に向かってあなたへの否定的なコメントを言う．
12．あなたに失礼なことをする．
13．あなたが同僚とやりとりすることを許さない．
14．あなたにたいして無能だと言う．
15．あなたに嘘をつく．

職場の暴力行為 （Workplace Violence; Rogers & Kelloway, 1997）

過去 1 年間の間に，あなたはどのくらいの頻度で以下の様な暴力行為を職場で経験しましたか ?

あなたの上司または同僚が・・・

１．職場であなたに向かって物を投げた．
２．職場であなたを叩いたり，蹴ったり，掴みかかったり，押しのけたりした．
３．職場であなたに向かって唾を吐いたり，噛んだりした．
４．職場であなたをののしった．
５．職場で，あなたの持ち物を破壊した．

社会的陰謀（Social Undermining; Duffy et al., 2002）

あなたの上司または同僚は，過去 1 年の間に以下の行為を意図してどのくらいの頻度で行いましたか ?

１．あなたの感情を傷つけた．
２．仕事の手順についてあなたが疑問を投げかけると，あなたをけなした．
３．仕事で成功しようとするあなたの努力を陰険な手段で台無しにした．
４．あなた，もしくはあなたの何かを嫌っていると言った．
５．あなたがいないところで，あなたの悪口を言った．
６．あなたを侮辱した．
７．あなた，もしくはあなたのアイデアをけなした．
８．あなたについての嘘を流した．
９．あなたを無能だと感じさせた．
10．あなたの体面を悪くしたり仕事を遅らせるために，仕事を先延ばした．
11．あなたを見くびった態度で話した．
12．あなたを無視した．
13．人々があなたの良くない話をしたときに，あなたを擁護しなかった．
14．手助けもしなかったのに，あなたが仕事で処理した方法を批判した．
15．約束してくれたほどには手助けしてくれなかった．
16．仕事について不正確な，あるいは誤った情報を与えた．
17．職場での地位と評価を得るために，あなたと張り合った．
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Ⅱ．対人逸脱行為

1.　理論的な分類
対人逸脱行為（interpersonal deviance）とは，職場でおこる対人問題の学術的な名称であり，「組織

成員の福利を害する自発的な対人行為」と定義されている（Bennett & Robinson, 2000）．また図１に
表記しているように，対人逸脱行為は，職場の暴力行為，職場不作法，侮辱的管理，社会的陰謀といっ
た職場で起こりうる様々なタイプの対人問題を捉える包括的な概念でもある．つまり，それぞれの対人
逸脱行為は，組織，ならびに被害者の福利を害するという共通性を持っている．また，これらの対人逸
脱行為は相互排除的な概念とは言えないが，加害行動の内容，攻撃性の度合い（例：身体的な危害の有
無），あるいは被害者と加害者の職位差などから区別される．

職場の暴力行為（workplace violence）とは，他者に向けられた直接攻撃，他者の所有物を破壊する
行為，および不安や恐怖心を喚起させるため攻撃行為を行うと示唆する言動である（Rogers & 
Kelloway, 1997）．例えば，以下は労働基準監督署に寄せられた相談事例のうち，職場の暴力に該当す
ると考えられるものである（濱口・内藤・鈴木・細川，2010）．

－上司が叩く，蹴る，物を投げつける，ネクタイを引っ張る．（正社員 男性）
－段ボールで突然叩き，怒鳴りつける．（非正規 女性）
－ 出社して先輩に挨拶したところ，頭を叩かれる．抗議するとさらに叩かれ，謝罪を求めても応じな

い（非正規 男性）

また米国では毎年 700 人以上の労働者が職場で殺害されるが，こういった極端で身体的な危害を加え
る行為も職場の暴力行為に含まれる．職場の暴力行為の特徴は，危害を加えようとする意図が明白であ
り，被害者もその攻撃意図を認識できる点である（図１）．また，職場の暴力行為は対人逸脱行為の中
で最も攻撃性が強く，その深刻さを連続線上で表現するならば，深刻度が高い方の末端に職場の暴力行
為が位置し，反対線上の末端には職場不作法が位置する（Schat & Kelloway, 2005）．さらに先進諸国
では，職場の暴力行為に対する厳しい罰則があり，我が国においても，身体暴力を含む職場の暴力行為
は，刑事犯罪としてとり扱われる．身体暴力を含まない暴力行為，例えば脅迫などの場合は懲戒解雇の
正当な理由となりえる．したがって職場の暴力行為は，加害者にとって懲罰のリスクが極めて高いため，
他の対人逸脱行為と比較して抑制動機が最も高い対人逸脱行為と考えられる．

職場不作法とは，職場の暴力行為など他の対人逸脱行為と比較して，攻撃性の深刻度が低い対人行為
である（Andersson & Pearson, 1999）．また前述したように，職場不作法は，加害者の危害を加える意
図が必ずしも明白ではない．例えば，ある上司が部下の容姿に関する不適切な冗談を述べた場合，この
上司はこの部下への嫌悪感を表明している場合もあれば，危害を加える意図，あるいは不適切という自
覚がなく，一種のユーモアだと信じている場合もある．しかし，Pearson & Porath（2009）が行った
大規模なインタビュー調査から明らかになったように，職場不作法の被害者の多くは，加害者の行為に
困惑する一方，強い不快感を覚える．つまり，職場不作法のように加害者の攻撃意図が曖昧な言動は，
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問題の原因帰属が困難になるだけではなく，行為再発の予測が困難になるため，非常に不快な対人スト
レッサーとして作用する（Clay, 2013）．一方，職場の暴力行為など，攻撃意図が明白な対人逸脱行為を
経験した場合，被害者はその行為の原因を自分自身ではなく加害者に帰属することによって，問題を認
知的に解消することが可能である（例：加害者は人格上問題がある）．さらに抑制動機の程度に関して
言えば，職場不作法は，他の対人逸脱行為と比較して最も加害者の動機が低い行為であると考えられる．
例えば，危害を加える意図が明白な対人逸脱行為は，被害者からの報復を受けやすく，また法的あるい
は組織の規範を逸脱した責任を回避することも困難になる．一方職場不作法のように攻撃性が曖昧かつ
軽度の対人攻撃に関しては，法や会社の規則違反による明確な罰則がないだけではなく，加害者による
言い逃れが容易である（例：“気にしすぎ，”“忘れていた，”等）．したがって，嫌悪感を抱く相手へ最
大限にダメージを与え，自身へのリスクを最小限に抑えるならば，職場不作法は最も論理的な対人攻撃
の方法となりえる．

侮辱的管理（abusive supervision; Tepper, 2000）とは，上司が自分の立場を利用して，継続的に行
う言語的・非言語的な敵意のある攻撃行動である．例えば，以下は労働基準監督署で扱われた対人逸脱
行為のうち，侮辱的管理であると考えられる事例である（濱口他，2010）．

－上司が自分の失敗を押し付け，自主退職を迫る（非正規 男性）．
－呼び名は“婆さん，”業務命令はいつも怒声（非正規 女性）．
－上司が仕事を取り上げ，毎日“辞めてしまえ”（非正規 男性）．

侮辱的管理には２つの代表的な特徴があり，その第一が加害者と被害者の職位差である．侮辱的管理
は職位の高い組織成員から職位の低い成員に対して行われる対人逸脱行為に限定され，同僚，部下，あ
るいは顧客からの対人逸脱行為は含まない．Rogers & Kelloway（1997）によれば，加害者の職位を上
司に限定するのは，上司からの対人逸脱行為が，同僚や部下などから加えられる対人逸脱行為とは経験
上異なった意味合いを持つためである．実際，労働者は同僚からの言語的な攻撃よりも，上司からの言
語的攻撃に対して不安や恐怖感を強く感じる傾向があり（Cleveland & Kerst, 1993），また使用者であ
る組織に対するコミットメントの低下や報復動機も高まりやすい（Chang & Brent, 2012）．第二に，侮
辱的管理は部下に対する敵意が明白である一方，身体攻撃は含まれない．したがって図１にも表記して
いるように，侮辱的管理は職場の暴力行為よりも軽度であるが，職場不作法よりは攻撃性が高い．

社会的陰謀（social undermining; Duffy, Ganster, & Pagon, 2002）とは，相手の仕事の成功，組織内
での評判，および他の組織成員との対人関係を貶めるため意図的に行われる対人逸脱行為である．この
定義からも読みとれるように，社会的陰謀は加害者の行為の目的，あるいは理論的な従属変数を明確に
している．例えば，同尺度の“仕事で成功するあなたの努力を陰険な手段で台無しにした，”“あなたに
ついての嘘を流した，”や“職場での地位と評価を得るためにあなたと張り合った”といった項目は，
上述した１）仕事上の成功，２）評判，３）対人関係の維持発展を阻害する行為の頻度を測定する．ま
た Duffy, Ganster, & Pagon（2002）は，社会的陰謀に身体攻撃が含まれるか否かを明確に定義してい
ない．しかし，社会的陰謀尺度に直接攻撃（例：嘘，批判）は含まれるが，身体攻撃に該当する項目は
ない．したがって社会的陰謀は，加害者の目的意思が明確な，身体攻撃を除いた暴力行為であると考え
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られる．

以上をまとめると，被害者に対する攻撃の深刻度が最も高い対人逸脱行為は職場の暴力行為であり，
深刻度が最も低いのが職場不作法行為である．また，加害者の攻撃意図が明白な対人逸脱行為は，職場
の暴力行為，侮辱的管理，および社会的陰謀だが，身体的攻撃を含む対人逸脱行為は職場の暴力行為の
みである．さらに，侮辱的管理の加害者は上司に限定されているが，他の対人逸脱行為のタイプにおい
てこの限りはない．最後に，加害者にとって，対人逸脱行為を抑制する動機が最も低いと考えられるのは，
法や組織の規範による規制が及ばず，また被害者からの反撃も比較的起こりにくい職場不作法である．

2.　日本における職場不作法研究と尺度開発の意義
従来，職場の対人逸脱行為に関する国内外の調査研究において，高い関心を集めてきたのは職場の暴

力，侮辱的管理，あるいはセクシャル・ハラスメントといった，攻撃性が強い対人逸脱行為であった．
しかし近年では，これらの対人逸脱行為と比べてより攻撃性の低い職場不作法が，欧米を中心に高い関
心を集めている（Pearson & Porath, 2009）．例えば経営学分野で著名な学術誌に絞ってみれば，過
去５年 間 の あ い だ だ け で，職 場 不 作 法 に 関 す る 原 著 論 文 は Academy of Management Review

（“Management”分野においてインパクト・ファクターのランキング１位）では６本，Journal of 
Management では 26 本（同ランキング２位），そして Academy of Management Journal では 13 本（同
ランキング３位）発表されている．

このように職場不作法が関心を集める要因の一つとして，加害者の抑制動機が弱く，また被害者側の
対応が難しいことから，他の対人逸脱行為と比較しても起こる頻度が高いということが挙げられる．実
際，英国の公務員を対象に実施した調査においては，約２割の労働者が，職場不作法を毎月経験してい
ると報告していた（Burnes & Pope, 2007）．また米国のフォーチュン 500 企業の社員を対象とした大規
模な調査研究においても，多種多様な職場のストレス要因のなかで，最も不快な職場のストレス要因と
して挙げられていたのが職場不作法であった（Kaukiainen, Salmivalli, Björkqvist, Österman, Lahtinen, 
Kostamo, & Lagerspetz, 2001）．さらに冒頭でも述べたように，職場の不作法は対人逸脱行為としては
攻撃性が弱いものの，労働者自身のウェルビーイング（例：仕事の不満足や抑うつ傾向の増加；
Penney & Spector, 2005）のみならず，組織の運営（例：自主退職，窃盗など；Sakurai & Jex, 2012）
にも否定的な影響を及ぼすことが実証研究で明らかになっている．また職場不作法は，職場の暴力といっ
たより深刻な対人問題の初期的な要因となることも指摘されている（Andersson & Pearson, 1999）．こ
のような否定的な側面が，職場不作法に関する関心が高まってきたもう一つの要因として挙げられる．

我が国の対人逸脱行為に関する文献において，職場不作法を取り上げた実証研究は筆者の知見のかぎ
り無い．しかし，職場の不作法の様に軽度の対人逸脱行為は，日本の多くの労働者が経験していること
が考えられる．例えば，労働政策研究所の報告書によれば，民事訴訟で違法性が指摘される深刻な職場
の対人逸脱行為（例：職場の暴力や侮辱的管理・パワーハラスメントなど）の件数が増加している一方，
深刻度が低めの行為についても多くの相談が労働基準監督署へ寄せられている（濱口他，2010）．さら
に同研究所によれば，このような事案は裁判上でほとんど表れてこないが，“比較的軽度”の対人逸脱
行為を継続して経験した結果，強い悩みを抱えて心を病んでしまう数多くの労働者がおり，現に労働紛
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争に発展している事例も少なくない．この報告書が示唆する重要な点は，我が国の労働現場においても
軽度の対人逸脱行為は多く存在するが，このような行為に対する学術的な関心が乏しく，またそれを測
定するための尺度も開発されていないということである．このような現代社会の問題と，学術的研究の
空白を埋めるための第一のステップとして，本稿では，日本語版の職場不作法尺度を開発する．

Ⅲ．基準関連妥当性に関する仮説

1.　職場不作法の経験が心理的ストレス反応へ及ぼす影響
ストレス反応とは，環境からの負荷によって生起される様々な不順応な反応である（Jex, 2002）．ス

トレス反応はさらに，１）心理的（例：憂鬱，恐怖感など），２）身体的（例：心不全，胃潰瘍，怪我
など），および３）行動的（例：職務逃避，自主退職）なストレス反応に分類される（Jex, 2002）．労働
ストレス研究において，対人逸脱行為は心理的ストレス反応を喚起させるストレス要因であると考えら
れてきた．例えば Lazarus（1999）によれば，対人逸脱行為は個人の福利を脅かす脅威であると認識さ
れるため，不安や憂鬱といった心理的ストレス反応を喚起させる．また，資源維持理論（conservation 
of resources theory; Hobfoll, 1989）によれば，人間は環境に適応するうえで有用な資源を獲得，維持，
そして発展させる動機を備えている．ここで言う“有用な資源”とは，１）物（例：貯金），２）状態（例：
雇用，対人関係），３）個人気質（例：ユーモアセンス），および４）精神的な資源（例：自己効力感）
が含まれる．資源維持論において心理的ストレス反応とは，これらの個人資源が実際に失われた場合，
失われる危機に直面した場合，あるいは新たな資源を獲得するために投資した個人資源が，実際に獲得
できた資源（利益）を下回った場合に喚起される．Hobfoll（2001）によれば，職場の同僚や上司との
良好な人間関係は，個人が組織という社会環境へ適応するうえで有用な資源として作用する（例：社会
的支援や承認）．したがって，人間関係が良好ではないと認識させる同僚や上司からの対人逸脱行為は，
心理的ストレス反応を喚起させるストレス要因として作用する．実際，多くの先行研究において，職場
の対人逸脱行為の経験と，心理的ストレス反応の関連性は示されている（三島・永田・久保田・原谷・
川上・荒記，1996 ; Sakurai & Jex, 2012）．

本調査においても，対人逸脱行為の一種である職場不作法の経験と，心理的ストレス反応との間には
正の関連性があると予測する．しかし重要なことに，本調査では職場不作法が，職場の暴力行為や社会
的陰謀など他の対人逸脱行為とは理論上異なる概念であると位置づけている．　このため，職場不作法
と心理的ストレス反応の関連性を検討するうえで，暴力行為，侮辱的管理，および社会的陰謀の経験を
統計的に統制する．言い換えれば，職場不作法は，他の対人逸脱行為とは理論上，そして経験上異なる
構成概念を測定するため，心理的ストレス反応を予測するうえで増分妥当性があると予測する．

仮説１： 暴力行為，侮辱的管理，および社会的陰謀を統制したうえで，職場不作法と心理的ストレ
ス反応との間には正の関連がある．

2.　職場不作法の経験がコーピングに及ぼす影響
コーピングとは，個人の資源を脅かす可能性のある環境的な負荷に対処するために行われる，行動的

な努力や認知的変容である（Lazarus, 1999）．認知評価モデル（cognitive appraisal model; Lazarus & 
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Folkman, 1984）によれば，コーピングが喚起されるプロセスにおいて中心的な役割を担うのは個人と
環境の相互作用である．具体的に，人々は環境からもたらされる負荷を感知し，その負荷が自身の福利，
例えば自尊心，価値観，人生の目標などを脅かす脅威か否かを評定する（１次認知評価）．次に２次認
知評価と呼ばれる過程においては，１次認知評価で脅威であると評定された環境的な負荷に対して，自
身が所有する，あるいは他者から得られるストレス管理資源を動員して，負荷に対処する効果的なコー
ピングの方法を模索する．つまり２次認知評価とは，ストレス管理資源を動員した場合「どのような結
果が起こるのか」，また「その結果を導くための行動を遂行できるか」という見通しを立てたうえで，
個人がその状況を管理することが可能か否かを評価する段階といえる．

当然のことながら，環境からもたらされる負荷に対して人々が行うコーピングは多種多様であるが，
Lazarus & Folkman（1984）は概括的に，１）問題焦点型コーピングと２）情動焦点型コーピングとい
う２種類のコーピング型を提起した．問題焦点型コーピングとは，環境から与えられる負荷そのものを
解決することによって，負荷を克服，あるいはその脅威を軽減する対処方法である．例えば職場不作法
の被害者が，加害者に対して親密に接することによって，相手にも同様の好意的な言動を行う動機を高
める，などの対処方法が含まれる．一方，環境的な負荷そのものを解決するのではなく，負荷によって
喚起されるネガティブな感情を管理する対処方法が，情動焦点型コーピングである．例えば，職場不作
法の被害者が，帰宅後テレビゲームに没頭することによってネガティブ感情の喚起を抑制する，などの
対処方法が含まれる．本研究では，Lazarus & Folkman（1984）の認知評価モデルを理論的背景に，職
場不作法と，上記２タイプのコーピングとの間にはそれぞれ正の関連性があると予測する．

仮説２ａ： 暴力行為，侮辱的管理，および社会的陰謀を統制したうえで，職場不作法と問題焦点
型コーピングとの間には正の関連性がある．

仮説２ｂ： 暴力行為，侮辱的管理，および社会的陰謀を統制したうえで，職場不作法と情動焦点
型コーピングとの間には正の関連性がある．

3.　職場不作法の経験が文脈的パフォーマンスへ及ぼす影響
文脈的パフォーマンスとは，組織の中核をなす職務をより良く機能させるために，労働者が自発的に

行う広範囲な組織的，社会的，心理的な支援行動である（池田・古川，2008）．例えば，職務が円滑に
進むような手続きを上司に提案する，同僚の成功を称え職場の雰囲気を良くする，などの支援行動が含
まれる．このような労働者の行動は，組織から公的に求められる職務ではないが，組織運営の「潤滑油」
として作用し，組織の業績に肯定的な影響を及ぼすと考えられている．例えば，Podsakoff, Whiting, 
Podsakoff, & Blume（2009）のメタ分析において，部署レベルでみた文脈的パフォーマンスは，部署レ
ベルの生産性（rc＝.37），効率性（rc＝.40），および利潤性（rc＝.15）と正の相関が報告されている．また，
Organ, Podsakoff, & MacKenzie（2006）のメタ分析において，文脈的パフォーマンスは，量的な企業
業績指標に関する分散の約 20%，質的な業績指標に関する分散の約 19%，財務効率性指標に関する分
散の約 25%，顧客満足度の分散の約 38% を説明していた．

社会的交換理論によれば，文脈的パフォーマンスのように，労働者が自発的に組織の利益を高めよう
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とする行動は，互恵のメカニズムで説明される．具体的に，労働者と組織は有形（例：金銭），および
無形の資源（例：奉仕，忠誠）を与え合う双務的な奉仕関係を形成する．Rousseau（1996）によれば，
労働者はこのような互恵の関係を認識し，自己の貢献に見合う待遇が与えられれば組織に対する忠誠を
高め，また個人の資源をさらに投資することによって組織との関係深化を図る．実際，組織が自身の貢
献を承認し，また福利を重視しているという労働者の認識，いわゆる組織支援認識が高いほど，労働者
は組織に対する返報の義務意識が高まり，文脈的パフォーマンスなど，自発的に組織の利益を高める行
動を行う傾向がある（Bowling, Eschleman, Wang, Kirkendall, & Alarcon, 2010）．一方，労働者が自己
の貢献に見合う返報を組織が行わないと認識する場合，労働者は組織との関係を放棄（自主退職），あ
るいは自身の貢献性を意図的に削減し，バランスのとれた社会的交換関係を回復しようとする．例えば，
Kickul, Lester & Finkl（2002）は，組織が互恵の義務（例：福利厚生や給与）を履行していないとい
う労働者の認識が強いほど，労働者は職務を怠け，退職意図も高まることを示した．また労働者は上司
や同僚を組織の構成員として認識するため，これらの人々から危害を加えられた場合，組織への貢献を
低下させる傾向がある（櫻井他，2011 ; Sakurai & Jex, 2012）．これは，組織が成員に対して規範のあ
る行動を順守させるべきであるが，これが守られない場合，労働者の福利衛生を保持するという互恵義
務に違反したと認識するためと考えられる．本調査においても，職場不作法と文脈的パフォーマンスと
の間には，負の関連性があると予測する．

仮説３： 暴力行為，侮辱的管理，および社会的陰謀を統制したうえで，職場不作法と文脈的パフォー
マンスとの間には負の関連性がある．

Ⅳ．方法

1.　調査手続き
本調査は，平成 25 年にオンライン・アンケート方式で実施した．調査回答者は，１）18 歳以上，２）

現在の職場で１年以上の勤続経験がある者，３）フルタイム労働者，という３つの条件を満たした 420
名を，調査会社が所有するパネルから無作為に抽出した（回答率＝ 45.7%）．420 名の回答者のうち，人
口統計に関する質問項目が未回答であった５名を分析の対象から省いた．本調査の回答者 415 名の人口
統計は以下のとおりである：男性 319 名（76.9%），女性 96 名（23.1%）；平均年齢＝ 44.70（SD ＝ 9.66）；
平均勤続年数＝ 14.42（SD＝10.73）；雇用形態（正社員＝ 83.6%，契約＝ 9.6%，委託・請負＝ 0.7%，派
遣＝ 5.3%，その他＝ 0.7%）；職位（管理職＝ 21.5%，一般職＝ 77.6%，その他＝ 0.9%）．

2.　尺度
2.1　職場不作法

Workplace incivility scale（Cortina, Magley, Williams, & Langhout., 2001）全７項目を邦訳し，使用
した（表１）．筆者は邦訳の精度を高めるため，英語が第一言語である翻訳者と原文戻し作業を行った．
被験者らは，過去１年間に経験した職場不作法を５段階（１＝全く無い，５＝毎日ある）で報告した．
　職場不作法を含むすべての尺度の平均値と，α係数による内的信頼性を表２に表記した．なお，その
他の対人逸脱行為（侮辱的管理，暴力行為，社会的陰謀）も職場不作法尺度と同様に，原文戻し作業を
行った（Appendix 参照）．さらに方法分散（method variance; Bagozzi, Yi, & Phillips, 1991）によるバ
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イアスを抑えるために，時間的範囲（過去１年間に経験した頻度）および測定段階を統一した（５段階：
１＝全く無い，５＝いつもある）．方法分散とは，変数間で観測された相関係数が，構想概念同士の本
質的な相関ではなく，測定方法の違いなどによって過大または過小評価されることである（Podsakoff, 
MacKenzie, Podsakoff, & Lee, 2003）．

表１．職場不作法尺度

以下は，職場で見かける非礼な対人言動の例です．過去 1 年間の間，あなたの上司や同僚があなたに対して行った頻度
をお答えください．

１．あなたをやり込めたり，見下したりする．
２．あなたの発言に無関心であったり，意見に対して興味を示さない．
３．あなたの自尊心を傷つけたり，あなたに関して悪意のあることを言う．
４．私的または公然とあなたのことを不適切な呼び方で呼ぶ．
５．職場仲間の集まりからのけ者にしたり，無視したりする．
６．あなたが任されている仕事であることに対してでも，あなたの判断を疑う．
７．あなたが望まないにもかかわらず，個人的な話に付き合わせる．

評価段階：１＝一度もない，２＝１度か２度，３＝時々，４＝頻繁にある，５＝毎日ある

2.2　対人逸脱行為
暴力行為の測定には，５項目からなる workplace violence scale（Rogers & Kelloway, 1997）を使用

した（例：職場であなたを叩いたり，蹴ったり，掴み掛ったり，押しのけたりした）．侮辱的管理の測
定には，15 項目からなる abusive supervision scale（Tepper, 2000）を使用した（例：自分の決まりの
悪さを隠すためにあなたを責める）．社会的陰謀の測定には，social undermining scale（Duffy et al., 
2002）の 17 項目を使用した（例：仕事で成功しようとするあなたの努力を険悪な手段で台無しにした）．

2.3　 心理的ストレス
下光・大野・中村・横山（1998）が開発した職業性ストレス簡易尺度から，心理的ストレス反応を測

定する 15 項目を使用した（例：“仕事が手につかない”）．調査回答者らは，最近 12 ヶ月間の心の状態
に関して４段階で回答した（１＝ちがう，４＝そうだ）．

2.4　文脈的パフォーマンス
18 項目からなる，池田・古田（2008）の文脈的パフォーマンス尺度を使用した（例：“職場内の職務

が円滑に進むような手続きやアイデアを提案している”）．調査回答者らは，最近 12 ヶ月間に自身が行っ
た文脈的パフォーマンスに関して５段階で回答した（１＝全くそうではない，５＝非常にそうである）．

2.5　コーピング
日本語版 Brief Cope（大塚，2008）から，問題焦点型コーピングに関する２つの尺度（積極的，道具

的支援の探索），および情動焦点型コーピングに関する２つの尺度（感情表出，情緒的支援の探索）を
使用した．それぞれの尺度は２項目で構成されており，調査回答者はストレスへの対処方法としてそれ
ぞれの行動をどの程度行っているかを４段階で評価した（１＝全くそうしない，４＝いつもそうする）．
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3.　分析方法
職場不作法尺度が，侮辱的管理・暴力行為・社会的陰謀など他の対人逸脱行為と異なる固有の構成概

念を測定しているかを検討するため，これら全尺度の項目を使用した探索的因子分析をおこなった．回
転方法には，変数間の間に正の相関があることが理論的に予測されるため，直接オブリミン法を用いた

（Tabachnick & Fidell, 2007）．次に，職場不作法尺度の構成概念妥当性を検討するため，確認的因子分
析を行った．この際，因子モデルとデータの適合は以下の基準で判断した：CFI > .90，NNFI >, .90，
RMSEA < .05，SRMR < .10，χ2÷自由度 < ３（Kline, 2005）．次に，職場不作法尺度の構成概念妥当
性を検討するため，交差妥当検定による項目分析（cross validation test; Geisser, 1993），および基準関
連妥当性の分析を行った．交差妥当性分析を実施するにあたって，データを無作為に１）測定サンプル

（calibration sample; n＝225）と，２）交差妥当サンプル（cross-validation sample; n＝190）の２グルー
プに分類した（SPSS Version 21 の無作為データ分割を使用）．次に，測定サンプルを使って確認的因
子分析を行い，Cortina et al.（2001）が提唱した職場不作法の１因子モデルを検討した．この際，因子
モデルとデータの適合は以下の基準で判断した：CFI > 0.90，NNFI >, 0.90，RMSEA < 0.05，SRMR 
< 0.10，χ2÷自由度 < ３（Kline, 2005）．また，１因子のベースモデルが他の理論的モデル（２因子およ
び３因子モデル）よりもデータとの適合が優れているかを判断するためχ2 検定を行った．交差妥当サン
プルに対しても同様の過程で項目分析を実施し，測定サンプルを基にした分析結果の妥当性を検討した．

基準関連妥当性を検討するにあたって，職場不作法を予測変数に階層的回帰分析を行った．この際，
性別，年齢，勤続年数，職位，および残業時間（週平均）を統制変数として使用した．年齢と性別は，
対人ストレス要因とストレス反応の関連性に影響を及ぼすことが先行研究によって示されている

（Stroud, Salovey, & Epel, 2002）．したがって，本調査ではこれらを統制変数として含めた．さらに，
労働者の勤続年数と職位は，職場不作法への心理的反応へ影響を及ぼす可能性がある．例えば，勤続年
数が長い労働者ほど地位が高く，また組織内での社会的ネットワークが発達していることが予測できる．
先行研究によれば，組織内での地位が低く，同僚などからの社会的援助が乏しい労働者ほど，対人スト
レッサーをより脅威に感じる（Sakurai, Nakata, Ikeda, Otsuka, & Kawahito, 2014）．このため本調査で
は，勤続年数と職位も統制変数として含めた．さらに，残業時間が長い場合，労働者の心理的ストレス
やコーピングが喚起されやすくなることが予測されるため統制変数として含めた．確認的因子分析には
Mplus 6.07 を，それ以外のすべての統計分析には SPSS 21 を使用した．

Ⅴ．結果

1.　記述統計
表２には，変数の平均値（M）と標準偏差値（SD），および変数間の相関係数（r）を表記した．対

人逸脱行為（職場不作法，侮辱的管理，暴力行為，社会的陰謀）のうち，最も頻繁に起こっていたのが
職場不作法であり（M＝2.01），最も頻度が低かったのが暴力行為であった（M＝1.22）．職場不作法の
経験は，勤続年数との間に有意な関連性は認められなかったが，ネガティブ情緒特性との間に有意で正
の相関関係（r＝.39, p < .01）があった．また，米国で実施された Cortina et al.（2001）の調査研究に
おいて，女性の方が男性よりも職場不作法を頻繁に経験する傾向が見られたが，本調査において統計的
に有意な男女差は認められなかった（男性平均＝ 2.01；SD＝0.83，女性平均＝ 2.00；SD＝0.89）．
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表２．記述統計
M（SD） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

１．性別  1.22（ .42） ─
２．年齢 44.67（9.66） .03 ─
３．職位  1.79（ .41） .25** -.31** ─
４．勤続年数 14.42（10.7） -.25** .42** -.21** ─
５．残業時間  7.25（8.34） -.92 .00 -.11 -.02 ─
６．職場不作法  2.01（ .82） .01 -.06 .03 .02 .10* （.91）
７．職場の暴力行為  1.22（ .54） -.06 -.13** .02 -.02 .10* .51** （.94）
８．侮辱的管理  1.65（ .78） -.02 -.07 -.01 -.01 .12* .72** .58** （.97）
９．社会的陰謀  1.62（ .77） -.01 -.09 .01 -.02 .11* .76** .57** .87** （.98）
10．心理的ストレス反応  1.95（ .75） .01 -.15** .05 -.08 .15** .56** .35** .52** .57** （.96）
11．積極的コーピング  2.19（ .71） -.02 .00 .04 .02 .04 .26** .18** .27** .31** .30** （.78）
12．道具的支援の探索  2.05（ .75） .08 -.08 .04 -.03 .05 .26** .19** .22** .27** .33* .56** （.92）
13．感情の表出  2.10（ .69） .05 -.06 .03 .07 .02 .36** .24** .29** .39** .39** .53** .53** （.74）
14．情緒的支援の探索  2.02（ .76） .10* -.06 .03 -.02 .06 .30** .22** .26** .34** .39** .49** .82** .59** （.91）
15．文脈的パフォーマンス  3.16（ .71） -.08 .16** -.18** .03 .04 -.15** -.09 -.06 -.02 -.05 .27** .15** .07 .08 （.97）

M ＝平均値，SD ＝標準偏差；性別：１＝男性，２＝女性；職位：１＝管理，２＝一般；残業時間＝週平均 
対角線上のカッコ内の数値はアルファ係数による尺度の内的信頼性；* ＝ p <.05，** ＝ p <.01

2.　職場不作法尺度の項目分析 
2.1　探索的因子分析

固有値が１を超える因子は５つ確認され，これらは全体の分散の 74.96% を説明していた（表３）．表
４に表記しているように，第１因子（寄与率＝ 22.83%）は侮辱的管理項目との関連が強く，同尺度 15
項目から因子に対する負荷量の最小値は .54 であった．第２因子（寄与率＝ 11.58%）は暴力行為項目と
の関連が強く，因子負荷量の最小値は .56 であった．第３因子（寄与率＝ 15.90%）は職場不作法項目と
の関連性が強く，因子負荷量の最小値は .59 であった．第４因子の寄与率は 23.37% で，社会的陰謀と
の関連性が強かった．しかしこの因子は第一因子との相関が高かったため（r ＝ -.83；表４），侮辱的
管理尺度が測定する構成概念と重複する可能性を示唆している．第５因子の寄与率は低く（1.27%），ま
た社会科学研究で一般的に使用される因子負荷量の最小値 .32（Comrey & Lee, 1992）を上回る項目が
１つしかなかったため解釈は行わない．

表３．職場不作法，侮辱的管理，暴力行為，社会的陰謀項目の探索的因子分析

因子負荷量
共通性

因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 因子 5

職場不作法 1 .18 -.02 .63 -.03 .23 .66
職場不作法 2 .03 .01 .72 -.12 -.07 .67
職場不作法 3 -.04 .01 .77 -.12 .12 .72
職場不作法 4 -.04 .08 .75 -.05 -.24 .68
職場不作法 5 .01 .05 .72 -.09 -.16 .69
職場不作法 6 .11 .01 .68 -.05 .09 .68
職場不作法 7 .06 .08 .59 .04 -.10 .42

侮辱的管理 1 .82 .03 .14 .08 .09 .78
侮辱的管理 2 .75 .24 .08 -.03 .02 .71
侮辱的管理 3 .54 .03 .16 -.18 -.07 .68
侮辱的管理 4 .86 -.06 .04 -.01 .05 .76
侮辱的管理 5 .79 .01 .03 -.04 -.21 .73
侮辱的管理 6 .89 -.03 -.01 -.02 -.02 .78
侮辱的管理 7 .82 -.02 -.01 -.02 .19 .71
侮辱的管理 8 .80 .01 -.06 -.07 .13 .71
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侮辱的管理 9 .61 .02 .01 -.15 .10 .60
侮辱的管理 10 .77 .08 -.01 -.07 -.01 .74
侮辱的管理 11 .83 .05 -.02 -.04 .07 .79
侮辱的管理 12 .62 .04 .09 -.17 .01 .71
侮辱的管理 13 .72 .07 .07 -.06 -.23 .75
侮辱的管理 14 .84 .16 .03 .09 -.20 .79
侮辱的管理 15 .67 .02 .01 -.16 -.09 .68

暴力行為 1 .01 .96 -.05 -.003 .03 .88
暴力行為 2 -.04 .91 .00 -.07 .03 .85
暴力行為 3 -.01 .94 .04 .05 .01 .85
暴力行為 4 .10 .56 .18 -.10 .08 .63
暴力行為 5 .03 .88 -.10 .01 .00 .78

社会的陰謀 1 .15 -.03 .13 -.58 .33 .78
社会的陰謀 2 .08 .05 .07 -.69 .11 .72
社会的陰謀 3 .03 .01 -.03 -.88 -.16 .79
社会的陰謀 4 .10 .07 .04 -.72 -.09 .75
社会的陰謀 5 .16 .04 .08 -.64 -.02 .73
社会的陰謀 6 .09 -.02 .10 -.77 .02 .81
社会的陰謀 7 .17 -.01 -.04 -.76 -.02 .77
社会的陰謀 8 .06 .06 .09 -.75 -.25 .82
社会的陰謀 9 .12 .06 .07 -.68 .05 .76
社会的陰謀 10 -.03 .10 -.03 -.86 -.21 .77
社会的陰謀 11 .03 -.01 .14 -.72 .12 .75
社会的陰謀 12 -.07 -.04 .21 -.78 .02 .76
社会的陰謀 13 .10 -.02 .07 -.71 .09 .72
社会的陰謀 14 .07 .03 -.02 -.76 .23 .76
社会的陰謀 15 .06 .03 .03 -.68 .31 .72
社会的陰謀 16 -.01 .09 -.03 -.81 .13 .71
社会的陰謀 17 .03 .10 .01 -.73 -.17 .67

寄与率（%） 22.83 11.58 15.90 23.37 1.27 Σ＝ 74.96

因子抽出法＝主因子法，回転法＝ Kaiser の正規化を伴う直接オブリミン．
|0.40| の因子負荷量は太字で表記．

表４．因子間の相関

因子 1 因子 2 因子 3 因子 4

因子 1 ─
因子 2 .51 ─
因子 3 .62 .43 ─
因子 4 -.83 -.50 -.67 ─
因子 5 .10 -.15 .04 -.10
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2.2　確認的因子分析　交差妥当検定
測定サンプルに対する職場不作法の１因子モデルを分析した結果，それぞれ７つの項目から潜在変数

への因子負荷量はすべて１% 水準で有意であった（因子負荷量の最大値＝ 0.85 ～最小値＝ 0.56）．また，
これら７つの項目の内的一貫性は，0.90（クロンバックα）であった．測定サンプルデータと１因子モ
デルとの適合度指標は以下のとおりであった：χ2÷自由度＝ 1.49，CFI ＝ 0.99，NNMI ＝ 0.99，
RMSEA ＝ 0.05，SRMR ＝ 0.02（表５）．前述したモデル適合値の基準を踏まえ，筆者は１因子モデル
が十分な適合値に達していると判断した．次に，同データをもとに職場不作法の２因子モデル（因子１
＝項目１～４；因子２＝項目５～７）と，３因子モデル（因子１＝項目１～２；因子２＝項目３～４；
因子３＝項目５～７）を順に検討した．表５に表記しているように，２因子モデルとデータとの間には
十分な適合が確認された．しかし２因子モデルを１因子モデルと比べた場合，統計的に有意なモデル適
合の改善は認められなかった［Δχ2

（1）＝ 0.53, ns］．３因子モデルも同様にデータと適合していたが，
１因子モデルより有意に適合が改善しなかった［Δχ2

（3）＝ 2.14, ns］．したがって筆者は，職場不作法
の１因子モデルが最も倹約的であり，データとの適合性も高いと判断した．また，２因子・３因子モデ
ルでは，潜在変数同士の相関係数がすべて 0.90 と高かったため，複数の因子モデルを支持するうえで
は弁別的な妥当性に欠けていると言える．以上のことから，測定サンプルに関しては職場不作法の１因
子モデルを採用した．

交差妥当サンプルをもとに，職場不作法１因子モデルの分析を行った結果，それぞれ７つの観測変数
から潜在変数への因子負荷量（最大値＝ 0.90 ～最小値＝ 0.72）はすべて１% 水準で有意であった．ク
ロンバック・アルファ係数による内的信頼性は 0.92 であった．同データと１因子モデルとの適合度指
標は以下のとおりであった：χ2÷自由度＝ 1.70，CFI ＝ 0.99，NNMI ＝ 0.98，RMSEA ＝ 0.06，SRMR
＝ 0.03（表５）．次に，測定サンプルと同様の方法で，職場不作法の２因子モデルと３因子モデルを順
に分析した．表５に表記しているように，両モデルとデータとの間には十分な適合が確認された．しか
し１因子モデルと比べて，どちらの複数因子モデルもデータとの適合度合を有意に改善しなかった：２
因子 vs. １因子［Δχ2

（1）＝ 0.37, ns］，３因子 vs. １因子［Δχ2
（3）＝ 1.07, ns］．さらに複数因子モデルで

は，潜在変数同士の相関値すべて 0.90 以上であった．したがって測定サンプルの場合と同様に，１因
子モデルが最も倹約的でデータとの適合性も高いと判断した．以上の結果から，職場不作法の１因子理
論モデルは支持され，また十分な内的一貫性があることも確認された．

表５．交差妥当性の検討

χ2 df CFI NNFI RMSEA SRMR

測定サンプル（n＝225）
1 因子モデル 16.38 11 0.99 0.99 0.05 0.02
2 因子モデル 15.85 10 0.99 0.99 0.05 0.02
3 因子モデル 14.24 8 0.99 0.98 0.06 0.02

交差妥当サンプル（n＝190）
1 因子モデル 18.70 11 0.99 0.98 0.06 0.03
2 因子モデル 18.33 10 0.99 0.97 0.08 0.03
3 因子モデル 17.63 8 0.99 0.97 0.08 0.03 
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3.　基準関連妥当性 
仮説１によれば，侮辱的管理，暴力行為，および社会的陰謀といった他の対人逸脱行為を統計的に統

制したうえで，職場不作法と心理的ストレス反応との間には正の関連性がある．表６に表記しているよ
うに，仮説１は支持された（β＝ .26，p < .01）．次に，仮説２ａによれば，職場不作法と問題焦点型コー
ピングとの間には正の関連性がある．問題焦点型コーピングを測定するうえで，筆者は「積極的コーピ
ング」と「道具的支援の探索」（大塚，2008）の２つを採用した．分析の結果，職場不作法は積極的コー
ピングとの間に有意な関連性は認められなかったが，道具的支援の探索との間には１% 水準で有意な
関連性があった（β＝ .22）．したがって，仮説２は部分的に支持された．仮説２ｂによれば，職場不作
法と情動焦点型コーピングとの間には正の関連性がある．本調査では「感情表出」と「情緒的支援の探
索」という２つの情動焦点型コーピングを測定した．分析の結果，職場不作法は感情表出（β＝ .29，p 
< .01）および情緒的支援の探索（β＝ .17，p < .05）と正の関連性が認められた（表６）．したがって
仮説２ｂは支持された．最後に，職場不作法と文脈的パフォーマンスとの間には１% 水準で有意な負
の関連性があったため（β＝ - .28，p < .01），仮説３も支持された．なお，説明変数間の相関が高かっ
たため（表２参照），VIF と許容度による多重共線性の影響を検討した．Kline（2005）によると，VIF 
> 10 と許容度 < .10 の値はそれぞれ多重共線性の問題を示唆するが，分析の結果これらの基準を超え
る値は検知されなかった．

表６．階層回帰分析による基準関連妥当性の検討

心理的ストレス 積極的コーピング 道具的支援の探索 感情表出 情動的支援の探索 文脈的パフォーマンス
β ΔR2

adj β ΔR2
adj β ΔR2

adj β ΔR2
adj β ΔR2

adj β ΔR2
adj

ステップ１： .03** -.01 .00 .02* .01 .04**
性別 .01 .09 .09 .12* .14* -.03
年齢 -.16** -.02 -.10 -.14* -.06 .14
勤続年数 -.01 .04 .01 .14* .01 -.06
職位 .02 .03 -.01 -.01 -.02 -.15**
残業時間 .13* .02 .02 .00 .04 .01

ステップ２： .27** .08** .02* .11** .09** .00
職場の暴力行為 .04 .05 .12 .07 .09 -.06
侮辱的管理 .07 .11 -.02 -.15 -.09 -.08
社会的陰謀 .45** .18 .18 .43** .34** .09

ステップ３： .05** .02 .02** .02** .02* .02**
職場不作法 .35** .11 .24** .29** .20* -.25**

職位：１＝管理，２＝一般；残業時間は週平均；βはすべて標準化した回帰係数．
* ＝ p < 0.05，** ＝ p < 0.01

Ⅵ．結果の考察と今後の課題

本研究では，workplace incivility scale（Cortina et al., 2001）をもとに日本語版の職場不作法尺度を
作成した．尺度の妥当性を検討するにあたって，探索的因子分析による項目分析を行ったが，職場不作
法を測定する７項目はすべて共通した因子との関連性が強く，因子負荷量の最小値は 0.59 であった．
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Comrey & Lee（1992）によれば，0.55 以上の因子負荷量，つまり 30% 以上の分散の重複は，因子に対
する尺度項目の重要性を判断する基準の一つである．また同分析においては，職場不作法尺度が他の対
人逸脱行為とは別の構成概念を測定しているかを検討するため，１）職場の暴力行為，２）侮辱的管理，
および３）社会的陰謀といった他の対人逸脱行為の尺度項目も含めた（分析の条件は主因司法と直接オ
ブリミン回転）．分析の結果，職場不作法と関連性の強い因子は，全体の分散の 15.9% を説明していた．
なお，同因子への負荷量が± 0.30 を超える尺度項目は，職場不作法尺度の７項目のみであった．一方，
他の４つの因子に対する負荷量が，± 0.30 を超える職場不作法の項目はなかった．これらの結果は，
職場不作法尺度が，他の尺度によって測定される対人逸脱行為とは異なる構成概念を測定していること
を示唆している．次に，確認的因子分析においては被験者を無作為に２つのサンプルに分割し，１）そ
れぞれのデータと職場不作法１因子モデル（Cortina et al., 2001）の適合および，２）交差妥当検定に
よる１因子モデルの安定性を検討した．分析の結果，職場不作法尺度の項目はすべて同一の潜在変数と
の間に有意で正の関連性があった．また，両サンプルともに１因子モデルとの間に十分な適合が確認さ
れた．一方，２因子および３因子モデルは，１因子モデルと比較してデータとの適合が優れてはいなかっ
た．したがって確認的因子分析の結果は，探索的因子分析において固有値 > １を条件として確認され
た職場不作法の１因子解，および先行研究で確認された職場不作法の１因子モデル（Cortina et al., 
2001）を支持している．最後に，職場不作法尺度７項目の内的一貫性は 0.91 であり，十分な信頼性も
確認できたと言える．

次に，筆者は職場不作法尺度の基準関連妥当性を検討するため，職場不作法の経験と１）心理的スト
レス反応，２）コーピング，および３）文脈的パフォーマンスとの関連性を分析した．分析を実施する
にあたって，人口統計や他の対人逸脱行為を統計的に統制したが，職場不作法を経験する頻度が高い労
働者ほど，職場で強い心理的ストレスを感じ，また他の組織成員から精神的な支えを求める，あるいは
愚痴をこぼすといった情緒焦点型コーピングを行う傾向が高かった．これらの結果は仮説どおりである．

一方，職職場不作法の経験が，問題焦点型コーピングを高めるという仮説に関しては一貫した結果が
得られなかった．具体的に，職場不作法を頻繁に経験する労働者ほど，ストレス問題を解決するうえで
の直接的な支援を他の組織成員から求める傾向（道具的支援の探索）が強かった．しかし一方では，職
場不作法と積極的コーピングとの間には有意な関連性が認められなかった．被害者が積極的コーピング
を行わなかった理由の一つとして，職場不作法が法で規制されていない比較的軽度な対人攻撃であるた
め，直接的な対処が困難になったと考えられる．例えば，法に抵触しない非礼な言動にたいして，加害
者の責任を追及する正当性は弱く，また上司に相談しても問題の解決が望めない可能性がある．したがっ
て被害者は，他者からの支援を求めるなど，職場無作法に対して間接的な対処行動を行う一方，自身で
加害者に向き合うことに対しては消極的になったと考えられる．別の解釈として，加害者への対応が職
位によって異なるため，職場不作法と積極的コーピングとの間に一貫した関連性が検知できなかった可
能性がある．例えば，積極的コーピングは，加害者に問題行動の改善を訴えかけるなど，直接的な対応
が含まれるが，この様な対応は加害者が上司である場合容易とは言えない．したがって，職場不作法の
被害者は，相手が同僚の場合と比べて，相手が上司の場合には直接対処を好まないなど，加害者の職位
によってコーピングの方法を選択することが考えられる．本調査では，加害者の職位を測定しなかった
ため，この可能性をポストホック的に検証することはできないが，今後の研究においては対人逸脱行為
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を行う加害者の職位と，被害者のコーピング行動の差に着目した検討が求められる．最後に，職場不作
法の経験は，仮説どおり文脈的パフォーマンスと負の関連性があった．つまり，職場不作法を経験する
頻度が高いほど，労働者は自発的に職場の業務をより良くするための活動を行わない傾向があった．

従来の調査研究において関心を集めてきた「職場の対人問題」は，暴力行為や侮辱的管理など，攻撃
性の高い極端な対人逸脱行為であった（諸上，2009；新山・岡村，2012）．しかし近年，このような法
に抵触する可能性が高い対人逸脱行為が起きる頻度は低く，実際は職場不作法のように比較的軽度の対
人逸脱行為が労働の現場で大きな問題となっていることが指摘されている（Schat & Kelloway, 2005; 
Pearson & Porath, 2009）．本調査においても，職場不作法の平均値は，他の対人逸脱行為と比べて最
も高かった．さらに，職場不作法の経験が心理的ストレス反応を強め，また文脈的パフォーマンスを低
下させるという結果があった．つまり，職場不作法は労働者個人の福利だけではなく，彼・彼女らが積
極的に組織に貢献する意欲を阻害する重大なストレス要因となる可能性がある．問題なのは，このよう
に軽度ではあるが，労働者にとってストレス要因となる職場不作法行為を，従来の対人逸脱行為の尺度
では捉えることが困難であった点である．冒頭でも述べたように，本調査の目的は，信頼性と妥当性に
優れた日本語版の職場不作法尺度を作成し，今後の職場不作法研究の土台をつくることである．今後，
職場不作法に着眼した労働者の生産性や精神衛生に関する実証的な調査研究の発展が期待される．

最後に，本調査研究の限界についてふれたい．第一に，本調査は横断研究であるため，変数間の因果
関係を証明するものではない．したがって，今後縦断調査によって，職場不作法と従属変数との因果関
係を明らかにすることが課題となる．第二に，本調査において職場不作法の経験は，調査回答者の自己
申告に基づくものであった．しかし自己申告は，記憶の誤りなど認知的バイアスの影響を受ける可能性
がある．さらに，対人逸脱行為のように不名誉な経験は，調査回答者によって過少報告される可能性も
否定できない．したがって今後の調査研究においては，調査回答者の自己申告と共に，調査回答者と同
じ職場で働き観察機会が多く，調査回答者を良く知る同僚からの回答をえることによって，職場不作法
測定の精度を高める工夫が必要になる．第三に，本調査では対人逸脱行為を行った加害者の職位を測定
しなかった．このため，職場不作法とストレス反応の関連性の強さや，職場不作法に対するコーピング
の方法に関して加害者の職位が及ぼす効果を検討することが不可能であった．したがって今後の調査に
おいては，職場不作法の問題だけではなく，加害者の職位にも着目した調査研究が求められる．
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